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○ 取扱い 

 糖尿病の疑いに対する D008「12」C-ペプチド（CPR）の算定は、原則

として認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 C-ペプチド（CPR）については、インスリンの分泌能を測定するもので

あり、糖尿病を診断するための検査ではない。 

 以上のことから、糖尿病の疑いに対する D008「12」C-ペプチド（CPR）

の算定は、原則として認められないと判断した。 

 


